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後期高齢者医療特別会計について                 
 

 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく75歳以上（65歳以上で一定の障害

があると認定された方を含む）の方を対象とした医療制度であり、埼玉県後期高齢者医療広域連合が保

険者として医療の給付等を行い、市町村は保険料の徴収と被保険者からの各種申請等の窓口業務を行う

ものです。 

 なお、歳入歳出当初予算額は2,089,463,000円で、対前年度比13.42パーセントの増でした。以降2回の

補正を行い、最終予算額を2,001,159,000円とし、収入済額は1,986,723,630円で、予算額に対する収入

割合は99.28パーセントとなりました。また、支出済額は1,968,817,714円で、執行率は98.38パーセント

でした。予算の推移は次のとおりです。 

 

予  算  の  推  移 
（単位 千円） 

区 分 
当 初 予 算 額 及 び 

補 正 前 の 額 
補  正  額 合   計 備    考 

当  初 2,089,463    ─── 2,089,463 平成30年3月19日議決 

第 1 号 2,089,463  14,886 2,104,349 平成30年9月28日議決 

第 2 号 2,104,349 △103,190 2,001,159 平成31年3月14日議決 
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歳  入 

１ 後期高齢者医療保険料 

被保険者の保険料は、平成30年度と平成31年度の２年間の医療費等の見込額を基に埼玉県後期高齢

者医療広域連合の条例により定められているもので、均等割額41,700円及び所得割率7.86パーセント

です。市内に在住する被保険者の保険料の賦課は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、市は保険

料の徴収を行うことと法令で定められています。 

保険料の収納状況は、次のとおりです。 

現年賦課分                                  （単位 円） 

徴 収 区 分      調 定 額 収 入 済 額      収入未済額 収 納 率 

特 別 徴 収 保 険 料 1,020,560,570 1,020,560,570 0 100.00 ％ 

普 通 徴 収 保 険 料 634,288,580 624,317,156 9,971,424  98.43 ％ 

合   計 1,654,849,150 1,644,877,726 9,971,424  99.40 ％ 

※ 上記の表の収入済額は、還付未済額（特別徴収保険料1,606,940円、普通徴収保険料203,870円）を

含みません。 

滞納繰越分                                  （単位 円） 

徴 収 区 分      調 定 額 収 入 済 額      不納欠損額 収入未済額 収納率 

普 通 徴 収 保 険 料  17,401,946 5,424,641 4,697,731 7,279,574 31.17％ 

※ 上記の表の収入済額は、還付未済額（普通徴収保険料2,800円）を含みません。 

 

２ 繰入金 

繰入金は、一般会計からの繰入金で、事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金です。 

事務費繰入金は、保険料の徴収等の市で行う後期高齢者医療事務に要する費用に充てるため、繰り

入れたものです。保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減に伴う軽減額を県(3/4負担)及び市(1/4負担)

で補うため、繰り入れたものです。 

繰入額は、事務費繰入金が48,385,000円、保険基盤安定繰入金が261,737,157円でした。 

 

３ 繰越金 

平成29年度からの繰越額は、14,886,495円でした。 

 

４ 諸収入 

諸収入については、延滞金として163,900円、保険料還付金として2,031,740円、還付加算金として

19,800円、預金利子として477円、埼玉県後期高齢者医療広域連合から広報経費などの補助金として

874,884円をそれぞれ受け入れました。 

 

５ 国庫支出金 

国の制度改正に伴う高齢者医療制度円滑運営事業費補助金として、6,511,000円を受け入れました。 
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＜目的＞ 
 後期高齢者医療制度を円滑に運営するため、市の担当事務を適切に遂行します。 
 
＜内容＞ 
 保険証などの引渡し、申請や届出の受付、保険料の徴収など、被保険者にとって身近な窓口業務を行 
います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 事業実績・成果 

平成 31年 3月 31 日現在の市内被保険者数 21,829 人 
市が行う事務全般について、埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携して円滑な運営を図りました。

また、市の事務に係る電算システムの運用支援と保守管理の業務を民間委託したことで、市職員が後
期高齢者医療制度の管理や窓口事務に専念できたとともに、事務処理の迅速化・効率化及び経費の節
減を図りました。 

２ 決算額内訳 
臨時職員賃金 1,013,364 円、普通旅費 1,580 円、消耗品費 184,273 円、印刷製本費 1,044,576 円、

郵送料 10,884,433 円、システム保守管理委託料 7,104,024 円、システム改修委託料 18,898,056 円、
業務管理委託料 2,142,446 円、機器等借上料 1,245,662円 

３ 市町村と広域連合の事務分掌 
後期高齢者医療制度は、埼玉県内全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営し

ており、市町村と広域連合が行う事務は以下のとおりです。 
⑴ 市町村が行う主な事務 
ア 被保険者証の引渡し、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証等の交付申請
受付及び引渡し 

イ 療養費の給付等各種申請の受付 
ウ 保険料の徴収 
エ その他、後期高齢者医療に係る各種窓口事務 

以上、被保険者にとって身近な窓口業務 
⑵ 広域連合が行う主な事務 
ア 被保険者の認定や資格管理 
イ 保険料率や保険料の賦課額の決定 
ウ 医療費の給付決定 
エ 広域連合の財政運営及び広域連合の事務全般 

 
 
 
 
 
 
 

 
後期高齢者医療管理事業 

予 算 現 額 46,699,000円 決 算 額 42,518,414円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

4,180,586 円 

23,399,799 円 

19,118,615 円 

81.70% 

6,511,000 円 

 

 

874,884円 

35,132,530 円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

１

款

 

総

 

務

 

費 

１款 １項 １目 一般管理費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 

 

365 
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＜目的＞ 
 後期高齢者医療制度を円滑に運営するため、市の担当事務を適切に遂行します。 
 
＜内容＞ 
 後期高齢者医療保険料の徴収業務を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 事業実績・成果 

後期高齢者医療保険料の徴収を行い、収納率は 98.69％でした。 
２ 決算額内訳 

臨時職員賃金 1,153,140 円、印刷製本費 236,088 円、郵送料 740,677 円、口座振替事務取扱手数料
290,309円、業務管理委託料(督促状等の出力及び封入封緘等) 881,581円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
後期高齢者医療保険料徴収事業 

予 算 現 額 4,081,000円 決 算 額 3,301,795円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

779,205円 

4,006,352 円 

△704,557 円 

△17.59% 

 

 

 

 

3,301,795 円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

１

款

 

総

 

務

 

費 

１款 ２項 １目 徴 収 費 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 後期高齢者医療制度において市が担当し徴収した保険料等を保険者である埼玉県後期高齢者医療広域
連合に納付します。 
 
＜内容＞ 
 後期高齢者医療保険料等を埼玉県後期高齢者医療広域連合に納付します。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 事業実績・成果 

後期高齢者医療制度の被保険者から徴収した保険料等を埼玉県後期高齢者医療広域連合に納付しま
した。また、後期高齢者医療保険料の均等割額のうち、低所得者世帯及び被用者保険の被扶養者に係
る軽減措置により減額された保険料分について、市町村 1/4、県 3/4 の割合で負担すべき額を、保険
基盤安定負担金として埼玉県後期高齢者医療広域連合に納付しました。 

２ 決算額内訳 
⑴ 保険料等納付金       1,645,294,826円 
⑵ 保険料納付金(滞納繰越分)    5,424,641円 
⑶ 延滞金納付金           171,000円 
⑷ 保険基盤安定負担金       261,737,157円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
後期高齢者医療広域連合納付金負担事業 

予 算 現 額 1,933,942,000円 決 算 額 1,912,627,624 円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

21,314,376 円 

1,843,442,985円 

69,184,639 円 

3.75% 

 

 

 

1,912,627,624円 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

後

期

高

齢

者

医

療

広

域

連

合

納

付

金 

２款 １項 １目 後期高齢者医療広域連合納付金 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 後期高齢者医療制度を円滑に運営するため、市の担当事務を適切に遂行します。 
 
＜内容＞ 
 前年度一般会計から繰入れた事務費等を、精算により翌年度一般会計へ繰り出します。 
 
＜実績・成果等＞ 

前年度決算に伴い、一般会計からの事務費等の繰入金の残額を、一般会計に繰り出しました。 
平成 29年度繰越金                   14,886,495円・・・A 
平成 30年度保険料(平成 29年度分として広域連合へ納付） 6,569,790円・・・B 
事務費等の超過分 A－B                 8,316,705円 

 
 

 
一般会計繰出事業 

予 算 現 額 8,317,000円 決 算 額 8,316,705円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

295円 

9,460,807 円 

△1,144,102 円 

△12.09% 

 

 

 

 

8,316,705 円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

３

款

 

諸

支

出

金 

３款 ２項 １目 一般会計繰出金 
 

(保険年金課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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